
総務委員会議案説明資料 

令和３年１２月２１日 

件  名 頁 

１ 第１２７号議案 足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 第１２８号議案 足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例・・５ 

３ 第１２９号議案 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例・・・８ 

４ 第１３０号議案 足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

（総 務 部） 



第１２７号議案説明資料 
令和３年１２月２１日 

件 名 
足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内 容 

令和３年１２月６日に開催された足立区特別職議員報酬等審議会の答申に基

づき、足立区議会議員の期末手当の支給月数を改定する。 

１ 期末手当の改定（第８条第２項関係） 

支給月数の引き下げ ３．７５月 → ３．６０月（－０．１５月） 

（１）令和３年度

３月に支給する期末手当 ０．２５月 → ０．１０月 

（２）令和４年度以降

３月に支給する期末手当  ０．１０月 → ０．２５月 

６月に支給する期末手当  １．７２５月 → １．６５０月 

１２月に支給する期末手当 １．７７５月 → １．７００月 

＜参考＞ 

３月 ６月 １２月 年間計 

現行 ０．２５月 １．７２５月 １．７７５月 ３．７５月 

令和３年度 ０．１０月 １．７２５月 １．７７５月 ３．６０月 

令和４年度以降 ０．２５月 １．６５０月 １．７００月 ３．６０月 

２ 施行年月日 

（１）令和３年度に支給する期末手当の改定…公布の日より施行する

（２）令和４年度以降に支給する期末手当の改定…令和４年４月１日

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

今後の方針 
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足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

 改正前 第１条による改正後 

第１条～第７条 （省略） 第１条～第７条 （省略） 

（期末手当） （期末手当） 

第８条 （省略） 第８条 （省略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、３月に支給する場合において

は100分の25、６月に支給する場合においては100分の172.5、12月に支給す

る場合においては100分の177.5を乗じて得た額に、基準日以前３月以内（基

準日が12月１日であるときは、６月以内）の期間におけるその者の在職期

間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、３月に支給する場合において

は100分の10、６月に支給する場合においては100分の172.5、12月に支給す

る場合においては100分の177.5を乗じて得た額に、基準日以前３月以内（基

準日が12月１日であるときは、６月以内）の期間におけるその者の在職期

間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

３～４ （省略） ３～４ （省略） 

別表 （省略） 別表 （省略） 

別 紙 
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改正前（第１条による改正後） 第２条による改正後 

第１条～第７条 （省略） 第１条～第７条 （省略） 

（期末手当） （期末手当） 

第８条 （省略） 第８条 （省略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、３月に支給する場合において

は100分の10、６月に支給する場合においては100分の172.5、12月に支給す

る場合においては100分の177.5を乗じて得た額に、基準日以前３月以内（基

準日が12月１日であるときは、６月以内）の期間におけるその者の在職期

間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、３月に支給する場合において

は100分の25、６月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する

場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前３月以内（基準

日が12月１日であるときは、６月以内）の期間におけるその者の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

３～４ （省略） ３～４ （省略） 

付 則（令和 年 月 日条例第 号） 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和４年４月１

日から施行する。 

別表 （省略） 別表 （省略） 
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第１２８号議案説明資料 
令和３年１２月２１日 

件 名 足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内 容 

令和３年１２月６日に開催された足立区特別職議員報酬等審議会の答申に基

づき、足立区長等の期末手当の支給月数を改定する。 

１ 期末手当の改定（第４条第３項関係） 

支給月数の引き下げ ３．１４月 → ２．９９月（－０．１５月） 

（１）令和３年度

３月に支給する期末手当 ０．２５月 → ０．１０月 

（２）令和４年度以降

３月に支給する期末手当  ０．１０月  → ０．２５月 

６月に支給する期末手当  １．４４５月 → １．３７月 

１２月に支給する期末手当 １．４４５月 → １．３７月 

＜参考＞ 

３月 ６月 １２月 年間計 

現行 ０．２５月 １．４４５月 １．４４５月 ３．１４月 

令和３年度 ０．１０月 １．４４５月 １．４４５月 ２．９９月 

令和４年度

以降 
０．２５月 １．３７月 １．３７月 ２．９９月 

２ 施行年月日 

（１）令和３年度に支給する期末手当の改定…公布の日より施行する

（２）令和４年度以降に支給する期末手当の改定…令和４年４月１日

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

今後の方針 
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足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改 正 前 第１条による改正後 

（その他の給与） （その他の給与） 

第４条 （省略） 第４条 （省略） 

３ 第１項の期末手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、３月に支

給する場合においては100分の25、６月及び12月に支給する場合において

は100分の144.5を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例に

よる支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 第１項の期末手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、３月に支

給する場合においては100分の10、６月及び12月に支給する場合において

は100分の144.5を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例に

よる支給割合を乗じて得た額とする。 

(１) 基準日（給与条例第29条第１項に規定する基準日をいう。）におけ

る給料月額に地域手当の月額を加えた額 

(１) 基準日（給与条例第29条第１項に規定する基準日をいう。）におけ

る給料月額に地域手当の月額を加えた額 

(２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 (２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額

(３) 給料月額に100分の25を乗じて得た額 (３) 給料月額に100分の25を乗じて得た額

別 紙 
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改正前（第１条による改正後） 第２条による改正後 

（その他の給与） （その他の給与） 

第４条 （省略） 第４条 （省略） 

３ 第１項の期末手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、３月に支

給する場合においては100分の10、６月及び12月に支給する場合において

は100分の144.5を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例に

よる支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 第１項の期末手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、３月に支

給する場合においては100分の25、６月及び12月に支給する場合において

は100分の137を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例によ

る支給割合を乗じて得た額とする。 

(１) 基準日（給与条例第29条第１項に規定する基準日をいう。）におけ

る給料月額に地域手当の月額を加えた額 

(１) 基準日（給与条例第29条第１項に規定する基準日をいう。）におけ

る給料月額に地域手当の月額を加えた額 

(２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 (２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額

(３) 給料月額に100分の25を乗じて得た額 (３) 給料月額に100分の25を乗じて得た額

付 則（令和 年 月 日条例第 号） 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和４年４月１

日から施行する。 
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第１２９号議案説明資料 
令和３年１２月２１日 

件 名 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内 容 

令和３年特別区人事委員会勧告の主旨に沿った職員の特別給（期末手

当・勤勉手当）改定実施に伴う条例の改正を行う。 

本年は、職員の特別給の年間支給月数が民間の特別給（賞与）の支給

割合を０．１３月上回っているため、引下げ改定を行う。 

＜改正内容＞ 

１ 期末手当・勤勉手当（第２９条・第３０条） 

（１）民間における特別給の支給状況を勘案し、年間の支給月数を０．１５月

引下げ（現行４．６０月→４．４５月） 

再任用職員については、年間の支給月数を０．０５月引下げ（現行

２．４０月→２．３５月） 

（２）支給月数の引下げ分については、民間の状況等を考慮し、３月の

期末手当から差し引き

２ 施行年月日 

公布の日から施行する。 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

今後の方針 
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足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案） 新旧対照表（抄） 

改 正 前 第１条による改正案（公布の日施行） 

（期末手当） （期末手当） 

第29条 （省略） 第29条 （省略） 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合においては

100分の25、６月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給す

る場合においては100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割

合を乗じて得た額とする。ただし、第10条第１項の規定に基づき指定す

る職員の期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合にお

いては100分の25、６月に支給する場合においては100分の92.5、12月に

支給する場合においては100分の97.5を乗じて得た額に、規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合においては

100分の10、６月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給す

る場合においては100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割

合を乗じて得た額とする。ただし、第10条第１項の規定に基づき指定す

る職員の期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合にお

いては100分の10、６月に支給する場合においては100分の92.5、12月に

支給する場合においては100分の97.5を乗じて得た額に、規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25」

とあるのは「100分の10」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の62.5」

と、「100分の117.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」

とあるのは「100分の52.5」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の57.5」

とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の10」

とあるのは「100分の5」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の62.5」

と、「100分の117.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」

とあるのは「100分の52.5」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の57.5」

とする。 

４～５ （省略） ４～５ （省略） 

別 紙 
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第１条による改正後の条例案 第２条による改正案（令和４年４月１日施行） 

（期末手当） （期末手当） 

第29条 （省略） 第29条 （省略） 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合においては

100分の10、６月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給す

る場合においては100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割

合を乗じて得た額とする。ただし、第10条第１項の規定に基づき指定す

る職員の期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合にお

いては100分の10、６月に支給する場合においては100分の92.5、12月に

支給する場合においては100分の97.5を乗じて得た額に、規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。 

 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合においては

100分の25、６月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する

場合においては100分の110を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を

乗じて得た額とする。ただし、第10条第１項の規定に基づき指定する職

員の期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支給する場合において

は100分の25、６月に支給する場合においては100分の85、12月に支給す

る場合においては100分の90を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を

乗じて得た額とする。 

 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の10」

とあるのは「100分の5」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の62.5」

と、「100分の117.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」

とあるのは「100分の52.5」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の57.5」

とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25」

とあるのは「100分の10」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」

と、「100分の110」とあるのは「100分の65」と、「100分の85」とある

のは「100分の50」と、「100分の90」とあるのは「100分の55」とする。 

 

４～５ （省略） 

 

４～５ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和４年４月

１日から施行する。 
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第１３０号議案説明資料 
令和３年１２月２１日 

件 名 
足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内 容 

令和３年特別区人事委員会勧告の主旨に沿った職員の特別給（期末手

当・勤勉手当）改定実施に伴う条例の改正を行う。 

本年は、職員の特別給の年間支給月数が民間の特別給（賞与）の支給

割合を０．１３月上回っているため、引下げ改定を行う。 

＜改正内容＞ 

１ 期末手当（第１６条・第２９条） 

（１）「足立区職員の給与に関する条例」の改正に伴い、常勤と同様とし

ている会計年度任用職員の期末手当の年間支給月数を０．１５月引下

げ（現行２．５５月→２．４０月）

（２）支給月数の引下げ分については、民間の状況等を考慮し、３月の期

末手当から差し引き

２ 施行年月日 

公布の日から施行する。 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

今後の方針 
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足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（案） 新旧対照表（抄） 

改 正 前 第１条による改正案（公布の日施行） 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） （フルタイム会計年度任用職員の期末手当）

第16条 （省略） 第16条 （省略） 

２ 期末手当の額は、第４条の規定により決定された給料の月額を基礎と

して規則で定める額に、３月に支給する場合においては100分の25、６月

に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合において

は100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た

額とする。 

２ 期末手当の額は、第４条の規定により決定された給料の月額を基礎と

して規則で定める額に、３月に支給する場合においては100分の10、６月

に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合において

は100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た

額とする。 

３～４ （省略） ３～４ （省略）

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第29条 （省略） 第29条 （省略） 

２ 期末手当の額は、第17条及び第18条の規定により決定された報酬を基

礎として規則で定める額に、３月に支給する場合においては100分の25、

６月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合にお

いては100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて

得た額とする。 

２ 期末手当の額は、第17条及び第18条の規定により決定された報酬を基

礎として規則で定める額に、３月に支給する場合においては100分の10、

６月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合にお

いては100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて

得た額とする。 

３～４ （省略） ３～４ （省略）

別 紙 
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第１条による改正後の条例案 第２条による改正案（令和４年４月１日施行） 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） （フルタイム会計年度任用職員の期末手当）

第16条 （省略） 第16条 （省略） 

２ 期末手当の額は、第４条の規定により決定された給料の月額を基礎と

して規則で定める額に、３月に支給する場合においては100分の10、６月

に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合において

は100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た

額とする。 

２ 期末手当の額は、第４条の規定により決定された給料の月額を基礎と

して規則で定める額に、３月に支給する場合においては100分の25、６月

に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては

100分の110を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額と

する。 

３～４ （省略） ３～４ （省略）

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第29条 （省略） 第29条 （省略） 

２ 期末手当の額は、第17条及び第18条の規定により決定された報酬を基

礎として規則で定める額に、３月に支給する場合においては100分の10、

６月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合にお

いては100分の117.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて

得た額とする。 

２ 期末手当の額は、第17条及び第18条の規定により決定された報酬を基

礎として規則で定める額に、３月に支給する場合においては100分の25、

６月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合におい

ては100分の110を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た

額とする。 

３～４ （省略） ３～４ （省略）

付 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和４年４月

１日から施行する。
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